
〇印旛郡市広域市町村圏事務組合軽費老人ホーム設置条例を廃止する条例 

                        平成 27 年３月 27 日 

                        条 例 第 ５ 号 

 印旛郡市広域市町村圏事務組合軽費老人ホーム設置条例(昭和 53 年印旛郡

市広域市町村圏事務組合条例第２号)は廃止する。 

   附 則 

 この条例は、平成 27 年４月１日から施行する。 

 


